
（この欄には、補足事項が記載されています）

1



●ホームセキュリティの関係で検査できなかったケースが複数
あったため、お客様への引渡しの前に検査を行えるよう早めに完
了届を提出すること。
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●場所によっては、下水道管整備前の団地排水管がそのまま
残っており、公共下水道と判別するのに紛らわしい人孔や公
共ますが存在している。間違った方に接続すると、汚水がそ
のまま河川などに流れることになる。誤接続防止のため、必
ず反響確認を行うこと。
●分流区域で雨水が接続されている既設管は、必ず切り離す
こと。
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4

●富山地域以外の地域については全て分流区域。
●合流区域で雨水を公共ますに接続せざるを得ない場合、汚水
と雨水の系統は分けること。
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●富山市トップページの「探す」を選択すると、ページ番号検索
が可能。番号「１００７５８６」を入力することで、このページ
にアクセスすることができる。
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●インフォマップの更新は年１回で、比較的新しく設置された公
共ますについては載っていない場合があるため、その際は窓口で
確認。
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●その他、印字が不鮮明なもの、様式の端部が途切れているもの
も同様とする。
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●申請書の内容はデータで管理しており、申請者・使用者の欄の
郵便番号の記載がないと処理を行えないため、郵便番号を記載す
ること。
●位置図は、場所が明確に判別できる住宅地図とし、位置を特定
できないものは受付不可。
●使用者については、工事期間中の料金の支払者であるハウス
メーカーや元請け業者ではなく、完成後にその住宅等に住む方。
申請者と同じ場合は記載不要。
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●一般家庭で井戸水を使用する場合は、水量を認定するため、
井戸がどの設備（風呂、トイレ等）で使用するのか、世帯人
数は何人なのかを確認すること。
●料金に関する大切な事項なので、井戸使用の場合は必ず確
認すること。
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●本人確認書類は、自動車運転免許証の写しなど。
●法人の押印は代表者印。
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●施工写真の詳細は、講習資料「公共ます新設等工事に関するこ
と」を確認。
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●公共ますを交換する場合は、その旨を明記。
●この様式は、竣工時の様式。申請の際は「工事調書」の様式を
使用すること。
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●建物の所有者が親族関係の場合、公共ます、排水設備の共
同使用を認めている。
●その際は、申請者の共同使用者の欄に、署名が必要。
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●悪臭防止のため、必要に応じて適切な通気管を設けること。
●合流区域では豪雨時に下水道本管から宅内配管側へ圧力が
かかり、便器の水が溢れることがあるので、圧力を逃がすた
めの圧力開放蓋や通気配管による対策をとること。
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●合流ますに接続するときは、必ず受け口で接続すること。
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●三方ますで理由もなく立て管途中で接続した場合は、やり
直しとなるので、公共ますのタイプは必ず確認すること。
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●フリーインバート公共ますは、「フリーインバート支管」
「ホルソー受口」などを使用して流入受口を設置するが、製
品形状の都合上、設置範囲に制限があることに注意すること。
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●給排水を両方工事した場合は、検査のために竣工図も速やかに
同時提出すること。
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●排水設備を工事せず、井戸から水道に切り替える工事のみ
の場合は、使用態様変更届の提出がないと、下水道料金を適
切に請求できないので、忘れずに提出すること。
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●検査の際には、マンホールを叩くハンマー等を持参するこ
と。
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●汲み取りトイレや浄化槽から公共下水道に切り替えて接続
する場合は、貸付制度が利用できる。
●お客様から貸付制度利用の意志があった場合は、給排水
サービス課に相談すること。
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●上下水道局では、電話等で修繕依頼先の問い合わせがあっ
た際は、優先的に登録業者を伝えている。

41



42



43



●５年に１回の継続申請の際に、まとめて変更に関する届出
を行わないこと。
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●継続申請時に限り、器材重機等個別の写真は不要。ただし、営
業所の写真、器材倉庫の写真は添付すること。
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●手続きを行う前、給排水サービス課に問い合わせする前に一読
すること。（手引きを参照して解決する場合が多数）
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